工業製品製造業分野参考様式第１号（監理支援機関）　　　　　　　　　　　　（日本産業規格Ａ列４）

工業製品製造業分野における育成就労外国人の受入れに関する誓約書（監理支援機関用）


監理支援事業を行うに当たり、下記の事項を誓約します。
※誓約事項の各項目を確認の上、□部分に☑を記載すること。

記

【共通誓約事項】

□１　経済産業省が設置する製造業育成就労外国人材受入れ協議・連絡会（以下「分野別協議会」という。）に対し、必要な協力を行います。

□２　経済産業大臣又はその委託を受けた者が行う指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対して必要な協力を行います。

【特定の産業における誓約事項】
令和５年総務省告示第256号（統計法第28条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件）に定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち、繊維工業（中分類11）を行う事業所において育成就労を行わせる育成就労実施者に対する監理支援を行う予定の有無
（□　有　□　無）

（「有」の場合の誓約事項）
□　分野別協議会において協議が調った事項に関する措置を講じます。

（注意）誓約事項を遵守することができなくなった場合は、速やかにその旨を外国人育成就労機構に対し、報告を行うこと。
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